
機械工養成所＠ Wll育所の成

はじめに

13）年より，

、て制度化されたのであるが，

る先行研究は少なくなし、！）

が，これらの先行研究はいずれも

~j)ll育所の部分的な紹介に終っており，そ

いるのである。このことは例えば，

の位宣づけが不明確な点，あるし

（昭14'.i:j三，勅第 131 関係施設との

混同等に現れていると云える。

このような先行研究の不備を捕うことは，今日

次の二つの意、味において必要と

1点は，機械工養成所・

るいは技術教育史，

けることが求められていると云えるからである。

即ち，機械工養成所・訓育所は学校教育，あるい

っ？こLこ

とに変わりはないが，技術・技能Jl~Jえとしてそれ

らの教育訓練・制度になかった特異な足跡を残し

たばかりでなく，受講者側の視座からは，無視で

きなし

である。

ったのも るから

関する10r

i
 

j
 

i
 

l
 

－
 

－
 

た 1951(II日26）年以降に施策化されたのであっ

た。従って，

立されたのではなく，今日の

ているー囚はここにあると云えるの

戦前の公共養成訓練の成

Elの職業訓練の課題解決，あ

その研究の枠組みを次のように

, 1935 (ll¥310）年Iこ設立された

とその背景を明ら

にできると忠、う。
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なお，本研究は佐々木輝雄氏と

にいくつかの論文・資料集等で断片的に紹介した

部分もあるが，機械工養成所・訓育所に関する体

た単独の研究で、あるつ

1. 東京府機械工養成所の設立と脊景

後

したのは， 1931

0召6）の満洲事変以i年である。しかし，その熟

り継続するのか，あるいは

ものかを確かめるすべはなく，
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B 

くのである。そしてそれらのー

る職業輔導の総合的体系化を答申

したものが， 1934（昭 9）年3月の中央職業紹介委

ノ他助成的施設ニ関スノレ具体

であった。この答申を受け，中央職

8月，

「適切ナル施設ヲ講セシメラレ度Jと通

牒したので、あっkoその答申及び通牒では 5

したのであるが，その中の

「技術工ヲ志願スル青少年ノ為（の〉輔導施設Jが

目される。長！］ちその輔導施設は，制度的には先

の大阪職業紹介所の「少年技術工養成講習」に，

又理念、的に次の東京府機械工養成所に極めて類似

していると云えるからである九

！反所が，「国家ノ現状ニ鑑ミ世想、険悪、ノ最大陸iヲ

ナス失業者中特ニ智能アノレモノ……ニ……機械工

トシテ必須ナノレ技能及知識ヲ授ケルヲ本旨トシj

れたことはヘ 以上のような継過に基づ

くのであった。

東京府機械工養成所が1935(ABlO) 

1参照〉背景が多少理解でき

たように思う。それでは，

成所という名称を付けたので、あろうか。それは，

この時点で， 1925c大14)

対策の一環として設立した東京府家具工養成所を

しておりペ

も，職種名のみを変えたこれとi可ーの名

して次の疑問が残るので

〈！日制： 5年制〉

として

あり， 3ヶ月又は 6ヶ月の短期であったが，

で，機械工の

ったでで、あろうか。こ

りとなるのは，そ



i議誠二［養成所・ wll育所の成立過程にi主jする研究

東京府機披工養成所

手仕上工場機械工場

口絵より

た。

「しviしvi,

だと云われるのですが，

う点では，清家先生の方が，より

えたといってよしづのであるがIへその特徴の第

1点は，機械工養成の開始年齢は，｛止すぎてはい

けないことを強調している点である。つまり，

体ができたところで，

可能なのであり，年少だと訓練に

ウズ」や「追い廻しJにしか使えなし、からと云う

のであるU）。このような，

べきという

としたこと

る。

東京府と

との関係であった。

学校の教授であったが，「教育知事として令名の

あった番坂知事の招きで東京に出向，教育行政に

入ることになJったので、ある日）。

行政に関しどのような功績を残したのか寡関にし

て知らないが，清家は東京府機械工養成所とこれ

に併設されていた東京府立電機工業学校の所長と

したのであった。

当り，清家の機械工養成に関す

く評価していたのは事実で、あろう。

は十数年を工場生活にすごし，

いろの点で……一生懸命やって居るのに

はぬj][I工場の型にはめるまで、は骨が折れるJ『仲

々レールに乗ってくれないJ……等非難もされれ

ば私自身も非難した事が度々ありましたoJと

べているlヘこのような非難は，「第 1次大戦当

lllJ工場を預かつて，自分の処のi織工を｛車工場

へ；取られるのに困じ，新規採用も，熟練工を得る

も，イ中々出来ないのに業を煮やし，

として，急場しの

のであった。勿論片手間の仕事であって，

写真 1

3号.， 11(3和12"9三3月，
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との関係は，



した

この点は，時代状況もあったで、あろ

していることとも関探していると云えよう。

ょう v乙労務係の人だけで

って行こうと云う事になると，

々にして神がかりに近い位の，

神的方面だけのWI！練をやかましく云うもの

さへあるりと述

の訪日東を批判しているのであ

44 

に分ち，第 l, 2 ~Jjは共通に，主と

の初歩を多少授け

じて職工たるの心構への錬成に努めている

る作

るものが多く，

の方法に関しては， られる所がある

るむ

2. 機械工養成所・訪II育所の設立と拡大

1935 c昭10)



あった。

ょうであった。

6月28日の

の始点である。

り当て， ・・・・・・30ケ所乃至50ケ所と〈し〉

…・総数 1ヶ年4,500名の養成を呂

たのであった。しかし，

＿；；.拘 21)
ド」。

し、f，こカ；，

したので、あった3へつまりこの要綱では，先の復

となっていたと

云えよう。

そして，最も る「技術

- 45 
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1表機械工養成所・司II膏所施設一覧

（昭和昨8月寺島論文！ u官 報~1昭和畔 9
I J政報j公示日 l

東 京府 立（ 養〉 （昭11.8. 11 I 

ll~H7. 12. 24 

11召17.8.13 
n召17.8. 13 

(ft3) 

私立大眼（養〉
岐阜市立（養〉
鳥取県立米子〈養〉
宮崎県立都城（養〉

2召17.8. 7 
昭17.12. 2 
2召18.11. 1 
5召18.11. 1 
昭18.11. 1 

倒的とは「機械工詰II育所」の，（養〉とは「機械工養成所JのIll各である。

宮崎県立までが3月6日文告 192号であり，その佑に機械工諒II育所でなし、 3施設が同時掲載されている。

7月24日文告741号であり，｛自に機械工訪II育所でない 1施設が問時掲載されている。

掲載施設は37カ所であるが，論文では38施設となっており，この滋賀県立が脱字したものと考えられる。

この 2施設は，筆者の官報検索時の遺漏かも知れない。

埼玉県立が文告737号，｛邸主文告736号であり，昭和16年文告の改正である。

この 2J底設は，治家の論文執筆時の遺漏によるのかも知れない。

この 4施設は，諒II育所より養成所への転換が遅れたのかも知れない。
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〈注6)

〈注7)

（注 8)



の排除と，

た40）のであった。

このような各地におけ

の設立の状況は，それではどのようであっただろ

うか。 こ

デアリマスJと41〕。

14年度においては， 27ケ所，生徒定員 1,000名で

あったが42うこの時点での施設名リストを見い出

し得ない。

・訓育所に関する最初のリスト

は，管見で、は昭和16年の青年学校課程指定による

る川。その一覧を 1

た。この告示により，機械工IDll育所が，

の学科課程を満たしていることが公認されたので、

あるが，文部省告示により公和されていない機械

工訓育所は，道野県知事がそれを認可したものと

考えられるω。ここで， よる施設名

が，全て「機械工訓育所Jに統一されていること

が分るが，この統一は， 1938（昭 13)

大阪，名古屋に同時に設立さ

エ養成所との混同を避けるためで、あったと思われ

る4ヘこのことは，前述の東京市のように，

「機械工養成所Jの名称で紹介していたが，

したのであっ

る。例えば，

育所は， 1942（昭17)

て6施設の掲載がないが，

の較換が遅れたこと等によると考えられる。即

ち，敗戦時に40ヶ所の機械工養成所があったと云

うこと 51）は，これら

と思われる52)0 

るもの

iき継がれているのであるむそれで、

は，機械工養成所・ wfl育所で行われていた訓練の

となる

か。次にこ 、。

3. 機械工養成所・訓膏所の規程と変遷

前述の通り，政府は公私立の機械工養成所・ wr1

育所の助成策として，補助金によりその助長援助
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ぎ 1,500 時間・・ー・・を必要とする

づいていたと云える。

これらの結果より， 1942(flB17) 

及び

の

、だものと去え

前述のように，

と絡み，

とその 5割以上であり，存在の意味は大きいと云

える。なお，専門学科が全て共通になっている

京飛立機械工養成所以降では，

を見ると，商工省令の規程では 8工科を例示して

おり，その中に木工科，熔接工科及び図工科等が

含まれていることは，「機械工」の概念がかなり

広いと云える。その木工科は「木型科Jであり，

「図工科Jは「機械製i理科Jであると考えられる

が，そのような幅拡L

いう点は，単能熟練工の短期養成とは云え，

学科の共通基礎的捉え方を重視していること

しており，今日方も注目に値しよう。

以上のような事実より， 1938（昭13)

府立機械工養成所の規程が，全国的に設立された

とした 1年訓練のカリキ

ュラムの最初の構造であると云える O なお，

のように東京市は，市立養成所の紹介で，

立の規程の公布以前に学科目を紹介しているが，

学科目は府立の規程とほとんど開じであり，

府立機械工養成所新設に伴う検討案を参考にして

るのである。このように，

その後各地に設立され

前述の通り

科自の強化にあったと云えるかも知れないの

である。

し，これに代って新た

に新潟県立三条機械工養成所規程を1943（昭18)

2月1日に制定したが5ヘこの改正は単に施設

名の変更に止まらず，規程の内容も改正したので、

あった。その改正は，機械工養成所規程第4条に

ある必要事項の整備であるが，中でも 3表に見た

ように，学科目及びその時間配分の変更に特徴が

あると去える 0 3表に見るように，昭和14年の規

程で、は，製図時時を削減し，実習を増加させてい

る点を除けば，昭和13年の東京府立機械工養成所

の規程にカザキュラム構造上同質であると云える

が，この規程では商工省令の機械工養成所規程に

比べ，機械通論等の最低1時間より，製関の最高

110時間が不足していたのであった。従って，新

設科目を含めてあらゆる科目に省令の規程以上の

時間を配当し，総計で 118時間も上廻る新たな規

したので、あった。同様に神奈川県も神奈
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4. 機械工養成所・記II育所の訓練内容

と方法

よりも増加させたので、あった凸

るように， 1942c昭17）年以降に

したと云えるのである。それでは，

、て，具体的には如何な

ろうか。次にこの点について解明

2,600 十118

されてし

してみたい。
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ミ

4表

シリーズ名 教 科 書 名

国工，仕上工， f旋盤工J,!Iブ
機械工

ライス工J，熔接工，木型工，
養成指導書

j技能

；養成叢

鋳物工

簡易製悶論抄，機械製図科教

科書，簡易電気工学，簡易機

械工学

ο主〉 『 』舟は原本確認、済， f j内は再｝坂本確認

済，その倍は刊行案内による教科書。

ったのに対し，そ

の教材である。つまり，実技用の教

材としては，我が国で最初のものなのである 64)0 

1939 c昭 14）年以降

されているのである。

写真 2 楼誠ヱ養成指導書

草部武二J毛所蔵

又

るのである。

一例である「カム削

る。この形式は，戦後の職

Bの「実技教科

なったものである。しかし，今日の

それと比較すると，機械工養成指導書は次の 2

において特徴がある。その第 1点は，作業の「時

になっていること

徴の第 2点は，

されている点である。
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8310 仕上げ及組立

8320 

目立

写真 3

日巻

J届

悶立教育研究所所蔵

を対比してみた。こ

に， f機械工作法前編Jが，

している。こ

より，
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機械工主主成所・

8表 公立機械工養成所勤務の愛知機

械技能異議成所卒業生

施設名！人数

三重県立機械工養成所： 5 

岐阜県機械工養成所！ 4 (2) 

長野熟i司谷機械工養成所； 2 

法賀県機械工養成所； 1 (1) 

山口県立山口機械工養成所 2 (1) 

山口県立下関機械工養成所 J 1 

宮崎県立機械工養成所： 1 

〈注〉〈〉

る研究

られて，い

4人に 1人の先生ということであ

る。

も判らない14歳の少年を， 6ヶ月で 1人前

にしなければならない，先生立さ

と，今でも思う。

とふもに，

てはピンタも飛ぶ。その都度小さ

もi耐える0

2 J曹とi可

くやみつふも，

されまい，と心に誓い，ように述べている問。

一
ナノレ学科及技術ノ

的トス新庁舎竣 9機械設備亦九月中ニ

スノレヲ以テ十月一日ヨリ

時間及休暇日等ノ

ヲ期スノレト共

ノ

ムトナスモノナリ

この方針は， 「対角線式の教育j

していった。

こうした日々

の技術労働者となり，

それぞれが， I人前

ったのであっ

於ける工場人としての教育をめざしたものであ

る。

又，

これに掲載している「工場

は，清家の『機械工短期養成研究』中の

の内の 2行自より 3行を削除した文章で、出来

ていたのである。これは，

スローガンを丸写し的に応用した例である。

岡谷機械工養成所の第2期修了生の 1人

は，当時の訓練の思い出を次のよう

のである78）。

している

f三日
ち回

」”

ある。又 l

と

がここでも れていたことが分るの
_...__[.,',.l'{.,J-..rfJ. 

あ 今引っ張りだこの技術者

以上のように，

おける訓練内容・方法は，

していたのであった。このこと

果的な機械工の養成方法（これは体系と云っても

よしうの構想が，他に無かったことを意味し，地

方の機械工養成所・ ~If育所は新方法の開発という

努力ではなく，

の開発は簡単なことではなく，

の短期養成に限

時

いてお話をうかがったところ，

ておられて，鮫洲の訓練方式がもっときちんと

国に普及しておれば，もっとちゃんと

できたはずだとおっしゃっていました。J79〕とのこ

とであるむこのよう
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になれるのだ，というので，県下全域から多数

まった，定員24名，その中に私も

入れていただき，晴れて，長野県機械工Wil

所，旋盤工科の生徒として，その頃流行の，国

防色なる制服制帽に，胸ふくらませて校門をく

ムごったので、あった。

始めの半年が学科で， 英語，数学，そ



訓練方式が，若干の問題を含んでいたものの，戦

後の職業訓練に受け継がれてきたのは当然と云え

よう。

おわりに

以上4節にわたり，機械工養成所・ wll育所の成

してきたので、あるが，この実証で，

先行研究の不備な点，あるいは未解明な部分を補

足し得たと思う。本研究はその補足により，次の

ような点を明らかにすることができた。その第 1

点は， 1935c昭10）年に東京府機械工養成所が設

立された背景をより明確にし得たことである。そ

時代的・社会的状況と清家正の存在が

あったので、あるが，少くとも職業輔導としての新

第1次世界大戦後の経

出現を背景として，

して出されていたので、あった。

第2点は，各地の公立機械工養成所・ WI!育所が設

立された経過を明らかにし得たことである。それ

らの設立は，特に「日

労働力不足下における熟練工養成の応急、策として

政府により助成されたので、あった。又，公私立の

と機械工WI!育所とは全く同一施設で

それらの各地の機

ラム，

カリキュ

としたのであった。第 4点

は，しかしながらそれらの規程，カリキュラムは，

なかったことを意味しているのであった。

以上の諸点を総合的に考察すると，機械工養成

・tJll育所，あるいはその訓練内容・方法は，職

又は技術教育史上如何なる位置を占

めるであろうか。それは，それまでの教育方法，

~[Jち機械工を主として養成してきた工業学校（職

及び工場・事業場における見習工養成の

両者の方式とは全く呉った，所謂清家方式と云わ

れる短期養成の体系・方法を開発し実践したとい

う点であろう。このj去をやや詳しく見れば，従来

の養成方式は両者とも，熟練工が払底し，そ

まった時の熟錬工の応急、的養成機関として

期待されていなかったことと関係するのであるO

即ち，前者について見れば，「工業学校応関して

は・・…－技術者養成機関としては低級に過ぎ職工養

成機関として し，実技の訓練に於

しく欠けている。従ってその内容が根本的

に改善されるまでは熟練工養成機関としてこれを

し得ない。しかし今日の工業教育には較強い

伝統が為り還にこれが改善を望み得ない。」との

認識80）が一般的であった。その実技の減少傾向に

ついては，最近の研究でも実証されているが81)'

設備，指導者の不足，更にそれらの体系を工業学

し得なかったことにも遠因があろう。こ

のことは今日にも共通する問題であるが，教育内

容を教育の価値として如何に見定めるかという教

思想の問題でもあった。

後者について見れば，

、て注目すべき養成方法はなく，

弟の酷使， 11£操労働力の利用に堕してい

プランにより必要な

るものでなけれ

ばならない。J82）のが実態で、あった。そ

ンが作成されるのは，

く1939c昭14)

る83）のは周知の通り

も，先述の出

ンはあれど

たようである。このように，

としての期待は薄かった

しかしそこで

の

以上の 2 ら，

58 -

FF〆会ぞ川公
w
p
o
J
3冷
Addu
？
ま
よ
文
芸
、
だ
ら
付
言
。
マ
人
語
、
与
を
多

《

fコ

と



科学史学会『科学技指史大系第10巻』，第一法規，

1966年，述！渉次「準lj丸戦時期の産業訓練の展

fHJJ，宮本産業訓練協会 F産業訓練百年史J，昭

和46年， i鵠谷三喜男編著『日本i践業部線発展史

《下》J，日本労働協会，昭和46年，原正敏行i役時
体制の進行と工業教育J，間立教育研究所編 F日

10巻J，文唱堂， 1973年，佐

木享・故国有弘「熟練工論争の背景とその帰

結J，『日本社会教育学会紀要第10号ふ 1974年，

11111:時昌甫「日本技術教育史J，；梅根f吾！在 rrt止界教

育史大系32J]，講談社，昭和53年等がある。

相i著刊誌後職業訓練のカリキュラム基準に関する

研究J，職業訓練大学校指導科報告シリーズ No.

2, 1984年。

till稿「公共職業訓練の成立過程に関する研究〈第

2部）J，『職業訓練研究第4巻J], 95～99頁参照。

佐々木輝雄「公共職業訓練の成立過怠に関する研

究〈第1部）J，向上45～60頁参照。

ti~＇家正・盟国宝「東京府機械工養成所及熟練工養

成所ニ就テム『産業能率第10巻第7号J，昭和12

年， 501頁。

拙稿， Fi!J掲3),87～88頁参fl1凡なお，東京府告訴

第 187号（昭和10年4月1日〉で「東京府機械工

当給与規

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

程」が定められている。

小野征夫他「近代日本における工業学校制度の展

開過患に関する研究J，『東京農工大学一般教育部

紀要第20巻J], 1983年，参照。なお，夜間におい

ては高小卒者の教育もあるように示されている

Cl可上34～35頁〉。

拙稿「技能者養成に関する日本工業協会の役割J,

f日本産業教育学会紀要第12号J], 1982年参照。

神宮敬「清家正先生を偲ぶJ，『商学会会報第21

号J], 1975年。全文は『教科方法研究資料(I)J], 

昭和55年度，職業訓練大学校に掲載。

清家正『機滅工短期養成研究J，東洋書館，昭和

16年，序文1頁。

同上， 13～14真。

向上， 4頁。

原正敏 f出家正の工業教育論」『教科方法研究資

料(I)J]，前崎書9), 2頁。

i司上， 5頁。

186号ノ 2 (!lg和 13年 4月1日〕。

全文は，出議前掲 3)100～101頁参熊。

ただし，通説のように当初より中学卒者が多数応

募・入所していたようだが，第工期生は図工科の

み，フライス工科は第4期生からである。清家正

「機械工の速成は可能なりや」，

第3号J参照。このため，翌年規誼を改正し，新

7) 

8) 

9) 

10) 

12) 

13) 

よる，

の体系である，と云えるのであるむ

その体系とはそれまでの徒弟制度によ

成でもない，又工業学校のそれでもなし

い機械工の養成方法と云えるのであった。

うな体系が，機械工養成の最初の公共司，，線機関と

して成功を修めたと云え，その後の機械工補

所，あるいは戦後の公共職業訓練に受け継がれた

と武えるのであるc 従って，

所は， o鉦J.T.の殻期養成方式という体系的な公

として，それまでの教育訓練機関

になかった初めての施設であったのである。

さて，以上のような戦前における機械工

所・訓育所の実践から，今El

ぶことができるであろうか。それは，

述べた，公共訓練としてのカリキュラ

り方であろう。郎ち，「機械工」とは，そこでは

熔接及び製図の職種を含むものであった

が，これらのかなり広範囲な職種を包含しつつ

も，専門学科は各職種に共通に定めていた，とい

うカワキュラム構造である。この点は， h例えば第

3次の『職業訓練基本計画』が，養成訪fl

「関連職種を包含する職群制訓練の導入」を

極的に検討をすすめるJとしている84）ことの，一

つの検討資料になるのではなかろうか。

最後になったが，本研究を進める

になった方々にお礼申

福永太郎，

と当時の機械工養成所における訓練につい

、ただし、fC.o

間立教育研究所図書館，通商産業省図

北海道総合経済研究所図

文献の復写につきご便宜をいただい

して謝意を表したい。

14) 

15) 

16) 

Q
U
 

F
h
d
 

〉王

例えば，山崎呂甫「技指教育J，海後・広岡編『近

代教育史〈国）JJ，誠文堂新光社，昭和31年，時本



17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30〕

31) 

32) 

33) 

職業訓練大学校紀要

設の電気鈴接工科も含め，全科とも入所資絡を中

学卒以上とした〈東京府告示第211号，昭和11年

4月〉。

177号，昭和13年 4月 1El，東京府

立機械工養成所講習規程。なお同規程は「本所ハ

短期間二機械工トシテ必要ナノレ技能及知識ヲ授ケ

併セテ語、投ヲ泊養スノレヲ以テ目的トス（第1条）J

としているが，このiヨ的規定は，昭和10年の条文

のままである。

！京正敏，前掲13) 5～6頁。

清家正，前掲10)21頁。

京正敏，前掲13) 4頁。

平野篤二「機械工払成問題対策座談合J，神奈川

県職業課『職工払底及養成問題関誌資料ふ職業

昭和12年， 67～69頁。

日本工業協会「熟練工養成ニ関スノレ；患見書」で

は，「熟練工養成ニ対シ異常ナ好成絞ヲ収メツツ

アノレ東京府機械工養成所Jと述べている。『工業

ト経済第56号J，昭和 12年， 3頁。なお， 日本工

業協会の組織及び活動については，；Ill稿， jJIJ掲8)

を参照されたい。

淡路円治邸内安工養成J，千倉書房，昭和 15年，

38頁。

近藤壌太郎「職業保護事業j，『社会事業年鑑昭和

11年版』， 13頁。なお，その新分野は「機城工補

導所j としてi昭和14年より制度化された。詳しく

は拙稿「機械工捕導所の補導内容j，『職業ai11練第

22巻第1号 2号』，昭和55年を参照された＼，，、。

鶴島瑞夫「熟練工養成の基諒j，『企画第1巻第3

号J], 5～6京。

全文は，佐々木輝雄・田中高年『職業部線関係資

料集(I)JJ，職業訓練大学校，昭和54年度， 144頁

を参照されたい。

東京朝日新開「熟練工養成

昭和12年 6月29El 0 

6年許画案成るよ

東京朝日新開

求J，昭和12年 7月24El 0 

東京朝］臼新聞「心議IIし、労働捕充

達成jII召和12年 8月14日。

飽迄復活を要

｛）己縄式の熟練工

国立公文書館歳『公文1Ji楽第61編を77・産業lll1Jlo
なお全文は，佐々木輝雄.m11='J英王子 If:J翠事変期

における公共職業部i線についてj, w職業訓練研究

第5巻J], 98～100頁参照。

Jnj上。なお全文は，佐々木.Ill中， n江掲 26)142 

～143頁参照。

佐々木輝雄印熟練工論争J再考J,u fヨ本産業教

育学会紀要第12号ふ 1982年において詳しく整理

しているので参照されたい。

日本工業協会，前掲22), 3 同意見書では，

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42〕

60 

人文・教育指i1i

「機紙工ノ類別jを「高級熟練工J，ドi士熟練工j

及び「並職工jに分け，半熟練工を「一種類ノ機

械ヲ操作シ得ノレ機械工，仕上工，鋳型工，熔接工

等デ普通程度ノ技能ヲ有スノレモノ」としていた。

向上， 2頁。

社会局職業諜 r職業時報第十号J，昭和12年 8月，

24頁。なお，i塙谷氏，原氏らがこの施設は「日産に

委託して県立とした」としたことは誤解と思われ

る。但し，この施設は，東京府機械工養成所

デノレとした中卒者を対象とした半年間の笥II練であ

った（神奈JI県職業課，前掲審21, 102～109頁〉。

なお，後述のように，昭和13年度よりは神奈川県

工業試験場にて高小卒者を対象に養成している。

「熟練工養成所を新設J，子東京市公報』昭和12年

9月11日， 1985頁。

「実技と精神の訓練東京市機械工養成所J,u東
京市公報J昭和13年 3月12El' 521頁。

東京市告示第 282号「東京市機械工ai11育所規程」。

向規握は「東京市機械工訓育所ハ工場従業員タラ

ントスノレ者ニ必要ナノレ知識技能ブ授ケ及精神的訓

練ヲ為スヲ以テ目的トス（第1条りとしている。

規則第2号，防庁潟市公報第 596号J。同規則は，

仁本所ハi蔵工タランコトヲ希望スノレ者ニ対シ其ノ

心身ツ鍛錬スノレ i、共ニ機械工タノレノ技術ヲ錬鰐シ

時代ニ期応シタル工場人ヲ養成スノレヲ以テ践的ト

ス（第2条）Jとしている。

706 号。同規程は「本所ハ~§.期間

専門的旦実務的ナル技術ノ修得ヲ為サシムルト共

ニ精神的訓練ヲ為シ以テ急速ニ機械工ノ養成ア計

ノレヲ以テ自的トス（第1条〉」としている。

522号。 i司規程は「金工試験場ハ機

械工諒II育ノ；為機械工ニ関スル必須ナノレ技能及知識

ブ授グノレト共ニ工業精神ヲ泊養スノレモノトス〈第

1条）Jとしている。なお，同場は，昭和 13年 4

月 1日開始の機誠工養成のための募集公告を， 3

月4日に公表している（新潟県報第18号379～400

頁〉。

石川準古『出家総動員史資料編第一ふ出家総動

員史刊行会，昭和50年， 229賞。全文は，佐々木

輝雄・田中高年 F職業認II諌関部資料集〔立〉く下〉ふ

職業訓練大学校，昭和56年境， 1～2資参照。な

お，機械工養成の所掌事務は，昭和13年 5月 9Eこi

「商工者分諜規程中改正J([J官報J支報〉により，

工務見機械工業課で＼昭和14年 6月訪日（Jrsj上）

には機械局一般機械課で，昭和国年 4 月 14 自（Jr~j

上〉には機械局総務課で，昭和17年11月 1日〈向

上〉には機械局機政課で＼行わjノlた。詳しくは佐々

木・問中，向上書く上）， 9～32頁を参照されたい。

商工行政調査会 F商工省要覧J，成主行政社， 1173



43〕

44) 

45) 

1 

和14:if, 417頁。

192 ~｝ c昭和16年3月6日〉，及び3

/ii] 741号（！司年7月24日〉。全文は，佐々木．任I 
iごiこ

なお，この告示は，次の経過により公布されたも

のである σ神奈川県報第1479号ム昭和16年 1月

24 Fl, 23～25瓦〉。

II託手1115年 7月24行

兵頭義kW

H投

ノ場合ニ

3年次ニ編

入ノ上職業科修習ノ義務ヲモ免除スベク蕗ヱ省

（当所ノ主管省〉ト文部省トノ間ニ諒解詩ニシテ

義務fl11J実施前ハ右ニ準ズ取扱ヒヲ受グノレコトト和

成リ各青年学校ニ於テモ同様取扱とヲ受ケ活設校

貴校在学中ノ当所卒業生松下登ニ対シテハ右取扱

〈終〉

業者ノ青年学校就学ニ関スル件Jを発L，ーと記

ノ如グ扱然ノレベキ

ヤJを問うた。この間に対する田容が以下の通！誌

である。

昭和15年12月23臼

青年教育課長高瀬五郎

兵庫県学務部長殿

件

スノレ

昭和15年12月3B間兵社教第1508号ヲ以テ御照会

ノ諜記ノ件ニ関シテハ愛媛県立機械工訓育所長ノ

通知ノ如キ取扱ハ不可然儀ニ付御了知招

ノ諜程ヲ青年学校令施行規

則第32条ノ規定ニ依ノレ指定ノ件ニ関シテハ目

下商工省ト協議中ニ付為念申添候フ

4月5日

にく府告示第709号〕，日立大井機械工言II育所は同

年 5月6告に（問727号〉， 古肯士？叫盟主fol:-o剖 117考 古に

は閉店に〈向767・号〉，

16年 3月31自に〈昭和 17

それぞれ認可された。

、。

46) 提出：;r:;3号， F新潟市公報第601号ゴ。但し東京

昭和14王子 4 月に問所；；1~： 1~11規

程を改正したが，所名の変更はなく，その後も，

していな

いようである0

47) 寺島家－ r機城工業の現状と工員蕗成問題j，η：［・

学三主義工業昭和17年8月号ふ

48) ；＇（示第58η，F新潟市公報誌（：； 684 j}JJo 

49) 文部／ti1'f－示 第736日・， 737 j} (II託手1118年 9月 3

El）。

50) 7111家正「機誠工たらんとする者へJ,ii総菜：指導；11召

和18年11月号ム

51) 必携J1,

昭和24年， 4頁。

52) 

46 lj予〉。なお，

程は，昭和20年10月11日，厚生・控軍・海軍・文

1号にて廃止された。

53) 拙稿，前掲45）参照。

54) ！日漢字は新漢字に直した。なお，肉親程は，同年

11月1日改正された（省令第72号〉が，第12条及

る。

55) j古家IE,r詣揚書10), 157～225頁。以下，はII育所

案Jと略す。 ＼ 

56) 神奈JI19堅職業諜，前掲21), 102～109頁。

57) 清家正，前掲書10), 28真。

58) 高小卒者を対象とした 1年間の最初の；機械工養成

の規程は，管見では，昭和13年3月4誌の「神奈

工業試験場機械工養成規程Jc神奈JII県告示

第 157号〉と思われる。 i司規程は「本規穆ニ依リ

工業試験場ニ養成部ヲi立キ機械工業ニ従事セント

ス

シムノレヲ以テ目的トス

しかし，そのカリキュラムは「実習生募集j公告

昭和 13年 3月4日， 34

～41頁〉によると，次の通りであり，

械工養成所等のそれと全く異っており例外的規定

と去える。

0実習及学科課程

一，授業ハ実習ヲ主トス

一，学科ハ左表ニヨノレモ時宜ニヨリ短縮又ハ授

業セザノレコトアノレベシ

学科呂

修身，修養及体操
主誌： 号2王
ノ」 口口

数 学

工作法

毎週 2 

毎週 2 

毎週 2 

1年間 50 i 
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59) 

製鴎思器画

機械工学

電気工学

材 料 強 弱 学

60) 

ントスノレ者ニ対シ

其ノ心身ヲ鍛錬スルト共ニ機械工タノレノ知識技能

ヲ鯵得セシメ工場人トシテノ中堅タノレベキ人物ヲ

養成スルヲ以テ目的トス（第1条）Jとしている。

神奈川県告示第55号。 i可所則は「本所ハ機械工業

ニ従事セントスノレ者ニ必要ナノレ技f1llf並ニ枢要ナル

学科ヲ移得セシムノレト共ニ心身ノ鍛練ヲ為シ以テ

ノ養成ヲ図ノレコトヲ目的トス〈第1

条）Jとしている。

730号。同所期は「養成所ハ機械工

タラントスノレ者ニ必要ナル知識，技能ヲ授ヶ心身

鍛練ニカムルヲ以テ目的トス（第2条）Jとして

し、Tこ。

61) 

62) 同規程は「東京市機械工養成

所ハ機械二仁タラントスル者ニ必要ナノレ知識技能ヲ

授ケ併セテ心身ノ鍛練ヲ為スヲ以テ目的トス（第

工条）Jとしていた。

731号。同所期は f本所ハ短期間ニ

機械工タラントス／レ者ニ必要ナル知識技能ヲ授ケ

併セテ心身ノ鍛諌ニカムルヲ以テ目的トス（第1

条）Jとしていた。

佐々木・罰中， Htr掲30), 127～131頁。

日本工業協会職工養成研究会は，「ダッチノ基本

実習教程及ピ機械工養成所ノ著ワサレタ書物ヲ参

考ニシ夕方ガ良イJと報告していた。『工業ト経

済第 100号ム昭和16年。

清家・豊田，前掲5),505～511頁。

清家正，前掲書10),63真。

福永大郎氏等の開き取り。 lfij援なことは涼氏も述

べている。原正敏，前掲13), 7頁参j罪、。

清家：［［：，前掲書10), 180～188頁。

拙稿，前掲45）参照。

り。

63) 

64) 

65) 

66) 

67) 

68) 

69) 

70) 

71) 

72) 昭和国年

版』，昭和19年，江上登氏所蔵。なお，全卒業生

62 

の現職は次の通りである。

区 分 内 訳数人 及 び

機械工養成所等 i35〔18〕（内愛知機械技術員19〔14〕〉

6 〈内幹部機械工養成所 。
10〔3〕〈内軍養成所 3) 

11〔4〕（内公立青年学校 1〔l〕〉

31〔6〕

345〔品〕（内公営，試験場等 5[3〕〉

210〔12〕（内入隊中 187〔11〕〉

9 （内自営 3) 

18 （内高等科在学中 14) 

27 （内戦死 13) 

36〔4〕

技能者養成所等

青年学校 i
学校

企業

軍

λば

マー

宅

中

亡

明

738〔110〕

〈注工〉

（注2)

J]ljに「修了生」が15名いるが除外した。

〔 〕内は高等科卒業者で内数。

『創立40周年記念誌J，昭73) 

74) 

75) 

和53年， 119～120頁。

東京市部i令甲第 127号， 昭和13年10月4日。

東京市 r例規』昭和13年

76) 

77) 

57～59頁。

『所生心得J，日欠， 2～3 

78) 

頁。

金原高広「少年の演の思い出j，長野県関谷技術

専門校，前掲書73),39～40貰。

京正敏，前掲13), 8真。

鶴島瑞夫，前掲24), 15頁。

小野征夫他，前掲7）を参照されたい。

鶴島瑞夫，前掲24), 16頁。

79) 

80) 

81) 

82) 

83) 

84) 

ノ施行ニ関スノレ件J(I昭

和14年4月1自発i識第26号〉通牒別添の「金属工

ノ養成計画作成要綱」等。なお

全文は，佐々木 e 問中，前掲書41),211～220頁

参照。

労働省開設業訓練基本計画一生涯訓練体制の整

備…J，昭和56年4月， 15頁。

er昭和59年 9月19El受理〉

E《



機械工養成所、－訓育所の成立過程にi其jする研究

A Stu《lyof th母瓦ikaikoY osei時 9

and the Ki匙蕗iko藍騒盛岡ik盟sho

Kazutoshi Tanal主a

Prior to World War II, the Kikako Yoseisho (K. Y.) and the Kikaiko Kun-ikusho 

(K. K.) were typical public training institutions in Japan. Intended to train young men, 

these institutes used a unique training system, originally developed by Tadashi Seike (the 

School of Seike). That is, at the core of the system was practice training, off-the-job欄

training, that di証eredfrom apprenticeship. Further, the training lasted for only one year, 

a short”term program di証eringfrom that of technical schools. 

Although the “SE IKE”method has already been studied in some detail, no analysis 

of the history of these two institutions has yet been made. It is thus the purpose of 

this study to analyze the organizational history of these institutions. 

This study offers the following proofs : 

1. First organized by the Tokyo prefectural government in 1935, the K. Y. (for sec欄

ondary school graduates) was later transfered to the national government in 1938. 

At the same time another similar institute-Tokyo K. Y. (for those who五nished

primary school)-was attached to it. 

2. The post-1938 historical background of the K. K., both public and private, was 

analyzed. 

3. The training methods of these K. K. were modelled after the Tokyo pref ectural K. 

Y. which was attached to the national institution in 1938. 

4. But these curriculla had to be revised according to the regulation set by the Min帽

istry of Trade and Industry in 1942. 

5. Following the newly revised regulation these K. K. had been changed to the K. Y. 

Therefore, both the K. K. and the K. Y. became practically the same institution. 
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